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議題１（委員会決裁事項（規則第３条第６号）） 

知事からの意見聴取に対する回答の承認について 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条の規定により知事から意見を求めら

れた令和元年５月定例府議会に提出された次の議案について、大阪府教育委員会事務決裁

規則第５条に基づき教育長が代決により異議がない旨を回答した。 

この代決を、大阪府教育委員会事務決裁規則第７条第２項に基づき承認する。 

令和元年６月20日 

大阪府教育委員会

○条例案 

１ 職員の特殊勤務手当に関する条例一部改正の件 

２ 大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例一部改正の件 

○事件議決案 

１ 損害賠償請求事件の控訴の件 

＜参考＞ 

○大阪府教育委員会事務決裁規則 

（事務の専決及び代決） 

第５条 第３条各号に規定する事項について緊急やむを得ないときは、教育長がその事項

を代決することができる。 

（専決した事項等の報告） 

第７条  （略） 

 ２ 第５条の規定により教育長が代決したときは、速やかに委員会の会議において報告

し、その承認を受けるものとする。 
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〇条例案

番号 件     名 概          要

１ 職員の特殊勤務手当に

関する条例一部改正の

件 

国家公務員について、人事院の定める家畜伝染病（豚コレラ）

のまん延を防止するための業務に従事した場合の特殊勤務手当

に関する規定が追加されたことに伴い、防疫等作業手当の対象業

務を追加する。 

・家畜のと殺等の業務 １日 ３８０円 等 

    施行日：公布の日 

２ 大阪府学校医等の公務

災害補償に関する条例

一部改正の件 

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償

の基準を定める政令の改正に伴い、府立学校の学校医等の公務災

害補償に係る補償基礎額を改正する。

    施行日：公布の日

○事件議決案 

番号 件     名 概          要

１ 損害賠償請求事件の控

訴の件

 指導改善研修における府の指導による精神的苦痛に対する損

害賠償請求事件の判決を不服として控訴するため、議決を求め

る。

【判決日】令和元年 5月 27日
【判決内容】原告の請求を一部認め、府に6万円及び年5分の金
員の支払いを命じる（仮執行宣言付き）とともに、訴訟費用の 1/66
の負担を求めるもの
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す
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す
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す
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す
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掲
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め
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す
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附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
九
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
二
月
六
日
か

ら
適
用
す
る
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（
略
）

（
略
）

２
―
４

（
略
）

に
限
る
。
）

（
略
）

（
略
）

２
―
４

（
略
）



第28号議案 

損害賠償請求事件の控訴の件 

 河内長野市在住の宝慎吾を相手方とする損害賠償請求事件について控訴する。 

令和元年６月６日提出 

大 阪 府 知 事  吉  村  洋  文   
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